
6 広報 

　平成１９年１月１日現在、仙北市に住所を有している方は、仙北市に前年（平成１８年１月１日から１２月３１日まで）の収
入の状況を申告しなければなりません。申告書用紙は１月２２日から税務課、各地域センター及び各出張所の窓口に
備えていますので、３月１５日（木）までに申告してください。なお、２月６日（火）から３月１５日（木）まで申告相談日を設け
ますので、ご利用ください。 

　給与や年金のほかに、農業や事業を行っている方や、家賃・地代・小作料・受取保険金・譲渡所得（土地、建物を売った方）

など、ほかに収入がある方は申告しなければなりません。 

　収入が全くない場合でも、１８歳以上の方は収入がない旨の申告が必要です。 

　申告がない場合は、所得等各種証明書が発行されなかったり、国民健康保険税の軽減制度が適用されなかったりする場

合もありますので、必ず期限内に申告を！！ 
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 １　６５歳以上で公的年金だけの収入で、その収入額が１２０万円以下の方 

 ２　収入は給与のみで、前年は通年して１ヵ所の事業所からの給与のみであり、しかも年末調整が済んでいる方 

 　※医療費控除など、年末調整で出来なかった控除を受けようとする方は申告してください。 

 ３　所得税の確定申告書を税務署に提出された方 

１　印鑑 
２　口座番号の控え（本人のもの） 
３　所得の証明となるもの(源泉徴収票など) 
４　控除の証明となる領収書や支払証明書 
 （健康保険や社会保険庁から送付される年金の支払証明書、
生命保険や損害保険などの支払証明書、医療費や介護料
の領収書など） 
※医療費の領収書は事前に合計を計算してください。 
５　障害者手帳（交付されている方のみ） 
６　福祉事務所で発行する認定証（寝たきり等による介護
　　を要する者） 

●所得税の還付を受けられる場合、源泉徴収票及び各種領

収書等の添付が義務付けられています。無い場合には還付

が受けられませんので、会社等から再発行してもらってください。 

◆申告書の送付について◆ 
　今年度も申告書用紙の事前送付はしませんので、日程を
確認の上申告してください。 

 問合わせ先　仙北市役所税務課　 ＴＥＬ４３－１１１７ 


